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議案第 43号

専決処分について

秩父市税条例の一部を改正する条例については、地方自治法(昭和 22年法律第

6 7号)第 179条第 1項の規定に基づき、別紙専決処分警のとおり専決処分した

ので、同条第 3項の規定により報告し、議会の承認を求める。

平成 29年 6月 7日提出

秩父市長 久喜邦康
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専決処分審

秩父市税条例の一部を改正する条例については、地方自治法(昭和 22年法律

第 67号)第 179条第 1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。

平成 29年 3月 31日

秩父市長 久喜 邦康
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秩父市税条例の一部を改正する条例

秩父市税条例(平成 17年秩父市条例第 65号)の一部を次のように改正する。

第 33条第4項中 f第 36条の 2第 1項の規定による申告書(その提出期限後に

おいてj を「特定配当等申告書 (J に、 「もの及びその時までに提出された第 36 

条の 3第 1項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項にお

いて同じ」に、 「これらの申告書Jを「特定配当等申告書j に改め、同項に次のた

だし書及び各号を加える。

ただし、第 1号に掲げる申告書及び第 2号に掲げる申告書がし 1ずれも提出され

た場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この

項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。

(1)第 36条の 2第 1項の規定による申告書

(2) 第 36条の 3第 1項に規定する確定申告書(問項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)

第 33条第 6項中「第 36条の 2第 1項の規定による申告書(その提出期限後に

おいて」を「特定株式等譲渡所得金額申告書 (J に、 「もの及びその時までに提出

された第 36条の 3第 1項の確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以

下この項において同じJに、 「これらの申告書Jを「特定株式等譲渡所得金額申告

書j に改め、問項に次のただし書及び各号を加える。

ただし、第 1号に掲げる申告書及び第 2号に掲げる申告書がいずれも提出され

た場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この

項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。

(1)第 36条の 2第 1項の規定による申告書

(2) 第 36条の 3第 1項に規定する確定申告書(伺項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)

第 34条の 9第 1項中「第 33条第4項の申告書j を「第 33条第4項に規定す

る特定配当等申告書j に、 「同条第 6項の申告書」を「同条第 6項に規定する特定

株式等譲渡所得金額申告書」に、 「法第 2章第 1節第 6款Jを「問節第 6款」に改

める。

第48条第 1項中「によって」を「により Jに改め、同条第 2項中「においては」

を「には」に改め、同条第 3項中「においては」を「にはj に改め、 「とするj の

次に「。第 5項第 1号において同じJを加え、 「によってJを fにより j に改め、

同条第 5項中「については」の次に人前項の規定にかかわらずJを加え、同条第

6項中「によってJを「により j に、 「第 75条の 2第 7項Jを「第 75条の 2第
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9項」に改め、同条第 7項中「によって」を「により j に改める。

第 50条第 1項中「においては」を「にはj に、 「によってJを「により Jに改

め、同条第 2項中「とする」の次に f。第4項第 1号において同じJを加え、同条

第4項中「法第 321条の 8第 22墳に規定する申告書(以下この項において「修

正申告書j という。)の提出Jを「納付すべき税額を増加させる更正(これに類す

るものを含む。以下この項において「増額更正」という。) Jに、 i (当該修正申

告書j を i(当該増額更正Jに、 「同条第 1項Jを「法第 321条の 8第 1項」に、

「修正申告書が提出されたj を「増額更正があったJに、 「修正申告書の提出j を

「増額更正Jに改め、 「についてはJの次に人前項の規定にかかわらずj を加え、

fが提出した修正申告書に係るj を「についてされた当該増額更正により納付すべ

きj に、 「第48条の 15の5第 3項Jを「第48条の 15の5第4項Jに改め、

問項第 2号中「修正申告書に係る更正j を「増額更正」に、 「までJを i(法人税

に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによ

る更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更

正若しくは決定の通知をした日)までJに改める。

第 61条第 8項中 f、第 349条の 4又は第 349条の 5J を「又は第 349条

の3の4から第 349条の 5までj に改め、向条の次に次の 1条を加える。

(法第 349条の 3第 28項等の条例で定める割合)

第 61条の 2 法第 349条の 3第 28項に規定する市町村の条例で定める割合は、

2分の 1とする 0

2 法第 349条の 3第 29項に規定する市町村の条例で定める割合は、 2分の 1

とする。

3 法第 349条の 3第 30項に規定する市町村の条例で定める割合は、 2分の 1

とする。

第 63条の 2の見出し中「第 15条の 3第 2項」を「第 15条の 3第 3項並びに

第 15条の 3の2第4項及び第 5項Jに改め、問条第 1項中「第 15条の 3第 2項」

を「第 15条の 3第 3項並びに第 15条の 3の2第4項及び第 5項j に改め、問項

第 3号中「の区分所有者全員の共有に属する共用部分Jを削る。

第 63条の 3の見出し中「あん分」を「按分Jに改め、同条第 1項中 fあん分の」
あん

を「按分の」に改め、問項第 5号中「あん分する」を「按分する」に改め、向条第

2項中「あん分のJを「按分のJに、 「以後 3年」を「から起算して 3年」に改め、

「各年度j の次に「とし、法第 349条の 3の3第 1項に規定する被災市街地復興

推進地域(第 74条の 2において「被災市街地復興推進地域」という。)が定めら
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れた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災

年の翌年以後の年であるときを除く。第 74条の 2において同じ。)には、当該被

災年度の翌年度から被災年の 1月 1日から起算して 4年を経過する日を賦課期日と

する年度までの各年度とする。 Jを加え、同項第 6号中「あん分するJを「按分す

るJに改め、同条第 3項中「あん分」を「按分」に改める。

第 74条の 2第 1項中「以後 3年」を「から起算して 3年」に改め、 「各年度」

の次に「とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌

年度から被災年の 1月 1日から起算して 4年を経過する日を賦課期日とする年度ま

での各年度とする。 Jを加え、同条第 2項中「以後 3年Jを「から起算して 3年」

に改め、 「各年度分j の次に「とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合に

は、当該被災年度の翌年度から被災年の 1月 1日から起算して 4年を経過する日を

賦課期日とする年度までの各年度分とする。 Jを加える。

附則第 8条第 1項中「平成 30年度」を「平成 33年度」に改める。

附則第 10条を次のように改める。

(読替規定)

第 10条 法附則第 15条から第 15条の 3の2までの規定の適用がある各年度分

の固定資産税に限り、第 61条第 8項中「又は第 349条の 3の4から第 349

条の 5まで」とあるのは、 「若しくは第 349条の 3の4から第 349条の 5ま

で又は法附良Ij第 15条から第 15条の 3の2までJ とする。

附則第 10条の 2第 7項中「附則第 15条第 33項第 1号イ Jを「附則第 15条

第 32項第 1号イ」に改め、同条第 8項中「附則第 15条第 33項第 1号ロ jを「附

則第 15条第 32項第 1号ロ Jに改め、同条第 9項中「附則第 15条第 33項第 2

号イ」を「附則第 15条第 32項第 2号イ」に改め、同条第 10項中「附郎第 15 

条第 33項第 2号ロ」を「附則第 15条第 32項第 2号ロ j に改め、同条第 11項

中「附則第 15条第 33項第 2号ハj を f附則第 15条第 32項第 2号ハj に改め、

伺条第 12項を削り、同条第 13項中「附則第 15条第 39項Jを「附則第 15条

第 37項j に改め、問項を同条第 12項とし、同条第 14項を削り、同条第 15項

中「附則第 15条第 4 2 項」を r~付則第 1 5条第 39項j に改め、向項を同条第 1

3項とし、同項の次に次の 1項を加える。

1 4 法附則第 15条第 44項に規定する市町村の条例で定める割合は、 2分の 1

とする。

附則第 10条の 2中第 16項を第 15項とする。

附則第 10条の 3第 2項中「附則第 7条第 2項j を「附則第 7条第 3項j に改め、
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同条第4項中「附則第 12条第 21項第 2号j を「附則第 12条第 21項第 1号ロ」

に改め、同条第 5項第 2号中「附員Ij第 12条第 22項の規定により読み替えて適用

されるJを「附則第 12条第 24項において準用する」に改め、同条第 6項中「附

則第 12条第 24項j を「附則第 12条第 26項Jに改め、同条第 7項中「附則第

7条第 8項各号」を「附則第 7条第 9項各号」に改め、伺項第4号中「鮒刻第 12 

条第 28項」を「附則第 12条第 30項」に改め、同項第 6号中「附則第 12条第

2 9項j を「附則第 12条第 31項」に改め、同条第 8項中「附則第 7条第 9項各

号Jを「附則第 7条第 10項各号Jに改め、同項第 5号中「附則第 12条第 36項」

を「附則第 12条第 38項Jに改め、同条第 9項中「に施行規則附則第 7条第 11 

項j を「に施行規則附則第 7条第 14項j に、 「附則第 12条第 24項Jを「附則

第 12条第 26項j に改め、向項第 5号中「附則第 7条第 11項j を「附則第 7条

第 14項」に改め、問項を同条第 11項とし、同条第 8項の次に次の 2項を加える。

9 法附則第 15条の 9の2第 1項に規定する特定耐震基準適合住宅について、問

項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改

修が完了した日から 3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附

則第 7条第 11項各号に規定する書類を添付して市長に提出しなければならな

し、。

(1)納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月臼及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から 3月を経過した後に申告書を提出する場合には、

3月以内に提出することができなかった理由

1 0 法附則第 15条の 9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修住宅又は同条

第 5項に規定する特定熱損失紡止改修住宅専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、法附則第 15条の 9第 9項に規定する熱損失防止改修

工事が完了した日から 3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則

附則第 7条第 12項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならな

し、。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(偶人番号又は

法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)
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(2) 家屋の所在、家屋番号 種類 床面積及び人の居住の用に供する部分の床面

積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事が完了した年月日

(5) 熱損失紡止改修工事に要した費用及び令附則第 12条第 38項に規定する

補助金等

(6) 熱損失防止改修工事が完了した日から 3月を経過した後に申告書を提出す

る場合には、 3月以内に提出することができなかった理由

附則第 16条第 3項中「次項j を「以下この条(第 5項を除く。) Jに改め、同

条に次の 3項を加える。

5 法附則第 30条第 6項第 1号及び第 2号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する

第 82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成 29年4月 1日から平成

3 0年 3月 31日までの聞に初回車両番号指定を受けた場合には平成 30年度

分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成 30年4月 1白から平成 31年 3月

3 1日までの聞に初回車両番号指定を受けた場合には平成 31年度分の軽自動

車税に限り、第 2項の表の左欄に掲げる同条の規定中間表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ伺表の右欄に掲げる字句とする。

6 法附則第 30条第 7項第 1号及び第 2号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する

第 82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成 29年4月 1日から平成

3 0年 3月 31日までの聞に初回車両番号指定を受けた場合には平成 30年度

分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成 30年4月 1日から平成 31年 3月

3 1日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成 31年度分の軽自動

車税に限り、第 3項の表の左欄に掲げる同条の規定中間表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

ア 法鮒員Ij第 30条第 8項第 1号及び第 2号に掲げる三輪以上の軽自動車(前項の

規定の適用を受けるものを除く。)に対する第 82条の規定の適用については、

当該軽自動車が平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31 Sまでの聞に初回

車両番号指定を受けた場合には平成 30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動

車が平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月 31日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には平成 31年度分の軽自動車税に限り、第4項の表の左横に掲

げる伺条の規定中同表の中橋に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。

F付則第 16条の 2を次のように改める。
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(軽自動車税の賦課徴収の特例)

第 16条の 2 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条

第 2項から第 7項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第 30条の 2第 1項

に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判

断をするものとする。

2 市長は、納付すべき軽自動車税の額について不足額があることを第 83条第 2

項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において

知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請を

した者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直

接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣

の認定等を受けたことを事由として国土交通大庄が当該国土交通大臣の認定等

を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継

人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみ

なして、軽自動車税に関する規定(第 87条及び第 88条の規定を除く。)を適

用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の額は、向項の不

足額に、これに 100分の 10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。

4 第 2項の規定の適用がある場合における第 19条の規定の適用については、同

条中「納期限 (J とあるのは、 「納期限(附則第 16条の 2第 2項の規定の適用

がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車

税の納期限とし、当該J とする。

附員Ij第 16条の 3第 2項中「申告書Jを「特定配当等申告書Jに改め、 「提出し

た場合Jの次に r(次に掲げる場合を除く。)Jを加え、 「第 33条第 1項Jを「同

条第 1項」に改め、問項に次の各号を加える。

(1) 第 33条第 4項ただし書の規定の適用がある場合

(2) 第 33条第 4項第 1号に掲げる申告書及び同項第 2号に掲げる申告書がし 1

ずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事

情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるとき。

附則第 17条の 2第 1項中「平成 29年度Jを「平成 32年度j に、 「附則第 3

4条の 2第4項j を「附員Ij第 34条の 2第 1項」に、 「除く。以下この条j を「除

く。次項」に、 「問項のj を「前条第 1項のJに、 「応じ」を「応じ、」に改め、
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同条第 2項中「平成 29年度Jを「平成 32年度Jに、 「附則第 34条の 2第 9項J

を「附則第 34条の 2第 10項Jに、 「場合においてはJを「ときはj に改める。

附則第 20条の 2第4項中「第 36条の 2第 1項の規定による申告書(その提出

期限までに提出されたもの及びその提出期限後においてj を「特例適用配当等申告

書 (J に、 「ものに限り、その時までに提出された第 36条の 3第 1項に規定する

確定申告書を含む」を「次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じJに、

fこれらの申告書」を「特例適用配当等申告書」に改め、同項に次のただし書及び

各号を加える。

ただし、第 1号に掲げる申告書及び第 2号に掲げる申告書がいずれも提出され

た場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項

後段の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでな

。
、、‘Yν 

(1)第 36条の 2第 1項の規定による申告書

(2) 第 36条の 3第 1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)

附則第 20条の 3第4項中「第 36条の 2第 1項の規定による申告書(その提出

期限後においてj を「条約適用配当等申告書 (J に、 「もの及びその時までに提出

された第 36条の 3第 1項の確定申告書を含むJを「次に掲げる申告書をいう。以

下この項において同じJに、 「これらの申告書」を「条約適用配当等申告書Jに改

め、問項に次のただし書及び各号を加える。

ただし、第 1号に掲げる申告書及び第 2号に掲げる申告書がいずれも提出され

た場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項

後段の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでな

し、。

(1) 第 36条の 2第 1項の規定による申告書

(2) 第 36条の 3第 1項に規定する確定申告書(向項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)

附則第 20条の 3第 6項中「第 36条の 2第 1項の規定による申告書(その提出

期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその

時までに提出された第 36条の 3第 1項の確定申告書を含む。) Jを「同条第 4項

に規定する条約適用配当等申告書Jに、 「これらの申告書j を「条約適用配当等申

告書j に改める。

附員リ
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(施行期日)

第 1条 この条例は、平成 29年4月 1日から施行する。ただし、附則第 5条の規

定は、公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第 2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の秩父市税条例(以

下「新条例Jという。)の規定中個人の市民税に関する部分は、平成 29年度以

後の年度分の個人の市民税について適用し、平成 28年度分までの個人の市民税

については、なお従前の例による。

2 新条例第 48条第 3項及び第 5項並びに第 50条第 2項及び第 4項の規定は、

平成 29年 1ftI 1日以後に新条例第 48条第 3項又は第 50条第 2項に規定す

る納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。

(固定資産税に関する経過措置)

第 3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中田定資産税に関する部分は、

平成 29年度以後の年度分の回定資産税について適用し、平成 28年度分までの

固定資産税については、なお従前の例による。

2 新条例第 61条第 8項及び附則第 10条(地方税法及び航空機燃料譲与税法の

一部を改正する法律(平成 29年法律第 2号。第4項及び次条第 2項において「改

正法j としづ。)による改正後の地方税法(昭和 25年法律第 226号。以下こ

の項において「新法j という。)第 349条の 3の4に係る部分に限る。)の規

定は、平成 28年4月 1日以後に発生した新法第 349条の 3の3第 1項に規定

する震災等(第4項において「震災等J という。)に係る新法第 349条の 3の

4に規定する償却資産に対して課する平成 29年度以後の年度分の固定資産税

について適用する。

3 新条例第 61条の 2の規定は、平成 30年度以後の年度分の回定資産税につい

て適用し、平成 29年度分までの固定資産税については、なお従前の例による 0

4 新条例第 63条の 3第 2項及び第 74条の 2の規定は、平成 28年4月 1臼以

後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた

土地に対して課する平成 29年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同

日前に発生した改正法による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」と

しづ。)第 349条の 3の3第 1項に規定する震災等により滅失し、又は損壊し

た家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、な

お従前の例による。

5 平成 25年 4月 1日から平成 29年 3月 31日までの間に締結された!日法附則

10 



第 15条第 36項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して

課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 平成 26年 4月 1日から平成 29年 3月 31日までの間に新たに取得された旧

法附則第 15条第 40項に規定する機器に対して課する闘定資産税については、

なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第 4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、

平成 29年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成 28年度分までの

軽自動車税については、なお従前の例による。

2 市長は、納付すべき軽自動車税(平成 28年度以前の年度分のものに限る。)

の額について不足額があることを秩父市税条例第 83条第 2項の納期限(納期限

の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、

当該事実が生じた原因が当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者以外の

者(以下この条において「第三者J という。)にあるときは、地方税法第 13条

第 1項の規定による告知をする前に、当該第三者(当該第三者と改正法附則第 1

8条第 2項に規定する特別の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)

に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができ

るものとし、当該申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、当該

第三者を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者

とみなして、軽自動車税に関する規定(秩父市税条例第 87条及び第 88条の規

定を除く。)を適用する。

3 前項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。

(秩父市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第 5条 秩父市税条例等の一部を改正する条例(平成 29年秩父市条例第4号)の

一部を次のように改正する。

第 2条中秩父市税条例的郎第 16条第 2項から第 4項までを削る改正規定の

次に次のように加える。

P付員Ij第 16条の 2を次のように改める。

第 16条の 2 削除

第 3条を次のように改める。

(秩父市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第 3条 秩父市税条例等の一部を改正する条例(平成 26年秩父市条例第 23 

号)の一部を次のように改正する。
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附則第 5条の表新条例附則第 16条第 1項の表第 82条第 2号アの項の項

の左欄及び中欄中 f第 82条第 2号アJを「第 2号アj に改める。

附員リ第 1条第 3号中「第 2条から第4条まで」を「第 2条及び第 4条j に改め

る。
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議案第 44号

専決処分について

秩父市都市計画税条例の一部を改正する条例については、地方自治法(昭和 22 

年法律第 67号)第 179条第 1項の規定に基づき、Jjrj紙専決処分書のとおり専決

処分したので、向条第 3項の規定により報告し、議会の承認を求める。

平成 29年 6月 7日提出

秩父市長 久 士号 安日 康
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専決処分書

秩父市都市計画税条例の一部を改正する条例については、地方自治法(昭和 2

2年法律第 67号)第 179条第 1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。

平成 29年 3月 31日

秩父市長 久 喜 実日 康
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秩父市都市計画税条例の一部を改正する条例

秩父市都市計画税条例(平成 17年秩父市条例第 66号)の一部を次のように改

正する。

附員Ij第 5項を削る。

附員Ij第 6項(見出しを含む。)中「附則第 15条第42項j を「附則第 15条第

3 9項」に改め、問項を附員Ij第 5項とし、同項の次に次の 1項を加える。

(法附期第 15条第44項の条例で定める割合)

6 法附則第 15条第44項に規定する市町村の条例で定める割合は、 2分の 1と

する。

附則第 14項中「第 28項、第 32項、第 36項、第 37項Jを「第 27項、第

3 1項、第 35項、第 39項Jに、 「第45項」を「第 44項j に改める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成 29年4月 1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の秩父市都市計画税条例の規

定は、平成 29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成 28年度分

までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成 25年4月 1日から平成 29年 3月 31日までの間に締結された地方税法

及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成 29年法律第 2号)による

改正前の地方税法(昭和 25年法律第 226号)附則第 15条第 36項に規定す

る管理協定に係る問項に規定する協定倉庫に対して課する都市計画税については、

なお従前の例による。
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議案第 45号

専決処分について

秩父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、地方自治法(昭和

2 2年法律第 67号)第 179条第 1項の規定に基づき、別紙専決処分書のとおり

専決処分したので、同条第 3項の規定により報告し、議会の承認を求める。

平成 29年 6月 7日提出

秩父市長 久 査口 実日 康
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専決処分書

秩父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、地方自治法(昭

和 22年法律第 67号)第 179条第 1項の規定により、別紙のとおり専決処分す

る。

平成 29年 3月 31日

秩父市長 久喜 邦康
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秩父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

秩父市国民健康保険税条例(平成 17年秩父市条例第 67号)の一部を次のよう

に改正する。

第 21条第 2号中 r2 6万 5，000円j を r2 7万円Jに改める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成 29年 4月 1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の秩父市国民健康保険税条例の規定は、平成 29年度以後の年度分の国

民健康保険税について適用し、平成 28年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。
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議案第 46号

指定管理者の指定期間の変更及び指定管理者の指定について(秩父市大滝こ

まどり荘)

秩父市大滝こまどり荘の指定管理者について、下記のとおり指定管理者の指定期

間の変更及び指定管理者の指定をしたいので、地方自治法(昭和 22年法律第 67 

号)第 244条の 2第 6項の規定により議決を求める。

ロいきロ

1 指定管理者の指定期間の変更

( 1 )施設の名称及び所在地

秩父市大滝こまどり荘 秩父市中津川 447番地

( 2 )指定管理者

所在地 秩父市大滝 42 7 7番地 2

名称 株式会社源流郷おおたき

代表者 代表取締役島田孝行

( 3 )指定期間

「平成 27年 4月 1日から平成 32年 3月 31日まで」を

「平成 27年 4月 1日から平成 29年 6月 30日までJに変更する 0

2 指定管理者の指定

( 1 )施設の名称及び所在地

秩父市大滝こまどり荘 秩父市中津川 447番地

( 2 )指定管理者

所在地 秩父市中津川 447番地

名称 株式会社ヒーリングスペース

代表者 代表取締役佐藤健

( 3 )指定期間

平成 29年 7月 1日から平成 32年 3月 31日まで

平成 29年 6月 7日提出

秩父市長 久喜邦康

提案理由

現在の指定期間を変更し、公募により選考した新たな指定管理者を指定すること

により、秩父市大滝こまどり荘の利用を促進し、更なる効率化及びサービス向上を

図りたいため。
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議案第 47号

秩父市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める条例の

一部を改正する条例

秩父市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等を定める条例(平成

2 6年秩父市条例第 33号)の一部を次のように改正する。

別表第 1備考第 1項中「及び第 45条Jを「、第 7条の 2第 4項及び第 5項、第

7条の 3第 2項並びに第45条j に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

平成 29年 6月 7日提出

秩父市長 久喜 邦康

提案理由

子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴い、特定教育・保育等に係る利用

者負担額の算定に用いる市町村民税の所得割額について、所要の改正を行いたいた

め。
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議案第 48号

秩父市手数料徴収条例の一部を改正する条例

秩父市手数料徴収条例(平成 17年秩父市条例第 70号)の一部を次のように改

正する。

別表第 22号中「第 12条第 7項」を「第 12条第 8項」に改め、同表第 29号

アの項中 I(住宅の品質確保の促進等に関する法律第 5条第 1項に規定する登録住

宅性能評価機関又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和 54年法律第

4 9号)第 76条第 1項に規定する登録建築物調査機関が作成したものに限る。次

号において同じ。) Jを「又はこれに類する書類として市長が別に定めるものj に

改め、河号イの項金額の欄中「非住宅建築物」の次に I((5)に掲げるものを除く。)J 

を加え、間欄に次のように加える。

(5) 住宅用途を含む建築物の住宅用途以外の部分及び非住宅建築物(市長が別

に定める場合に限る。)

(ア) 床面積の合計が 300平方メートル以内のもの 91， 000円

(イ) 床面積の合計が 300平方メートルを超えるもの 158，000円

別表第 30号アの項中「書類Jの次に「又はこれに類する書類として市長が別に

定めるもの」を加え、向号イの項金額の欄中「非住宅建築物」の次に I((5)に掲げ

るものを除く。) Jを加え、同欄に次のように加える。

(5) 住宅用途を含む建築物の住宅用途以外の部分及び非住宅建築物(市長が別

に定める場合に限る。)

(ア) 床面積の合計が 300平方メートル以内のもの 45， 500円

(イ) 床面積の合計が 300平方メートルを超えるもの 79，000円

55IJ表第 31号アの項中「書類」の次に「又はこれに類する書類として市長が別に

定めるもの」を加え、同号イの項金額の欄中「第 8条第 2号イ Jを「第 10条第 2

号イ Jに、 「第 8条第 1号イ (1)Jを「第 10条第 1号イ(1)Jに、 「第 8条第 1号

イ (2)Jを「第 10条第 1号イ (2)Jに改め、同表第 32号アの項中「書類Jの次に

「又はこれに類する書類として市長が別に定めるものJを加え、同号イの項金額の

機中「第 8条第 2号イJを「第 10条第 2号イ」に、 f第 8条第 1号イ (1)Jを「第

1 0条第 1号イ (1)Jに、「第 8条第 1号イ (2)Jを「第 10条第 1号イ (2)Jに改め、

同表第 33号アの項中「書類Jの次に「又はこれに類する書類として市長が別に定

めるものJを加える。

附則

この条例は、公布の日から続行する。
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平成 29年 6月 7日提出

秩父市長 久 喜 邦 康

提案理由

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成 27年法律第 53号)の

2年目施行及び関係法令の改正等に伴い、認定に係る事務について新たに手数料額

を規定するほか、所要の改正を行いたいため。

22 



議案第 49号

平成 29年度秩父市一般会計補正予算(第 1回)

平成 29年度秩父市一般会計補正予算(第 1回)は、次に定めるところによ

る。

(歳入歳出予算)

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 11，768千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 30，151， 768千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、 「第 1表

歳入歳出予算補正」による。

(継続費)

第 2条継続費の変更は、「第 2表継続費補正Jによる。

平成 29年 6月 7日提出

秩父市長 久喜邦康
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第 1 表 歳入歳出予算補正

1 歳入 (単位:千円)

手欠 rn ネrH正前の徹 ネIfi正鮫 計

14国庫支出金 3，865，351 3，068 3，868，419 

2国庫補助金 1，104，355 3，068 1，107，423 

20諸 収入 364，917 8，700 373，617 

5雑 入 209，498 8，700 218，198 

歳 入 メ仁b1、 計 30，140，000 11，768 30，151，768 
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2 歳出 (単位:千円)

款 項 補正自立の額 補正額 計

2総務費 3，641，612 890 3，642，502 

1総務管理費 3，071，358 890 3，072，248 

6農林水産業費 536，686 10，000 546，686 

2林業費 277，959 10，000 287，959 

14予備費 110，446 878 111，324 

1予備費 110，446 878 111，324 

歳 出 メ口台、 計 30，140，000 11，768 30，151，768 
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第 2 表

(変更)

款

継続費補正

項

9 消防費 1 消防費

事 業 名

防災行政無線システム整備事業
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(単位・千円)

ネ市 正 後

総 額 年 度 年 害IJ 額

平成 29年度 323，500 

868，310 

323， 500 
平成 30年度 544，810 

27 



議案第 50号

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結することについて議決を求める。

工事名 !日大滝中学校改修工事

施工箇所 秩父市大滝 40 5 8番地

詰負金額 金 342，900，000円

請負業者 守屋八潮・黒沢特定建設工事共同企業体

共同企業体構成員 埼玉県秩父市宮側町 14番 16号

守屋八潮建設株式会社

代表取締役 山口浩人

共同企業体構成員 埼玉県秩父市山田 26 9 6番地 7

株式会社黒沢工務唐

代表取締役黒沢達男

上記代表者 守屋八潮建設株式会社

代表取締役 山口浩人

平成 29年 6月 7日提出

秩父市長 久喜 邦康

提案理由

!日大滝中学校改修工事の請負契約を締結したいので、秩父市議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 17年秩父市条例第 61号)第

2条の規定により提出する。
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